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【手続補正書】
【提出日】平成27年2月27日(2015.2.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被投写面上に画像を投写して表示するプロジェクターに用いられる画像処理装置であっ
て、
　前記被投写面上に表示される投写画像の状態を検出するための画像として、複数の検出
画像部分と、前記複数の検出画像部分のそれぞれの周囲を覆う背景画像と、を含む検出画
像を生成する検出画像生成部を備え、
　前記複数の検出画像部分のそれぞれは、互いに明度が異なる複数の領域を含んでおり、
　前記背景画像は、前記複数の検出画像部分の明度よりも低い明度を有しており、
　前記検出画像生成部は、
　前記被投写面上に投写された前記検出画像を撮像して得られた撮像検出画像に含まれる
前記複数の検出画像部分の明度分布が、それぞれに対応する前記検出画像の複数の検出画
像部分の明度分布に近づくように、生成する検出画像の前記複数の検出画像部分の明度分
布と前記背景画像のサイズの少なくとも一方を変更する
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像処理装置であって、
　前記検出画像生成部は、
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　前記撮像検出画像に含まれる前記複数の検出画像部分の明度の階調パターンが許容条件
を満たすように、生成する検出画像の前記複数の検出画像部分の明度分布と前記背景画像
のサイズの少なくとも一方を変更する
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の画像処理装置であって、
　前記検出画像生成部は、前記撮像検出画像に含まれる前記検出画像部分の明度の階調パ
ターンの分布幅が、前記検出画像に含まれる前記検出画像部分の明度の階調パターンの分
布幅よりも広く、かつ、前記撮像検出画像に含まれる前記検出画像部分の明度の最大値が
、明度の最大値の許容条件を満たさない場合に、前記背景画像のサイズを大きくする
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項４】
　請求項１または請求項２に記載の画像処理装置であって、
　前記検出画像生成部は、生成する検出画像の前記複数の検出画像部分の明度分布を変更
する場合には、前記検出画像に含まれる前記検出画像部分の外形サイズと、前記検出画像
部分に含まれる前記複数の領域の幅と、前記検出画像部分の明度の最大値と、の少なくと
も、一つを変更することにより、実行する
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれか一項に記載の画像処理装置であって、
　前記複数の領域の区分は、あらかじめ定めた関数に基づいて求められる
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の画像処理装置であって、
　前記関数はガウス分布関数であることを特徴とする画像処理装置。
【請求項７】
　被投写面上に画像を投写して表示するプロジェクターであって、
　請求項１ないし請求項６のいずれか一項に記載の画像処理装置と、
　前記被投写面上に投写された前記検出画像を撮像する撮像部と、
　前記画像処理装置から出力された画像データに基づいて、前記画像を投写する投写部と
、を備える
　ことを特徴とするプロジェクター。
【請求項８】
　被投写面上に画像を投写して表示するプロジェクターの制御方法であって、
（ａ）前記被投写面上に表示される投写画像の状態を検出するための画像として、複数の
検出画像部分と、前記複数の検出画像部分のそれぞれの周囲を覆う背景画像と、を含む検
出画像を生成する工程と、
（ｂ）前記被投写面上に前記検出画像を投写する工程と、
（ｃ）前記被投写面上に投写された前記検出画像を撮像する工程と、
　を備え、
　前記複数の検出画像部分のそれぞれは、互いに明度が異なる複数の領域を含んでおり、
　前記背景画像は、前記複数の検出画像部分の明度よりも低い明度を有しており、
　前記工程（ａ）は、
　撮像して得られた撮像検出画像に含まれる前記複数の検出画像部分の明度分布が、それ
ぞれに対応する前記検出画像の複数の検出画像部分の明度分布に近づくように、生成する
検出画像の前記複数の検出画像部分の明度分布と前記背景画像のサイズの少なくとも一方
を変更する
　ことを特徴とするプロジェクターの制御方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態又は適用例として実現することが可能である。
［形態１］
　被投写面上に画像を投写して表示するプロジェクターに用いられる画像処理装置であっ
て、
　前記被投写面上に表示される投写画像の状態を検出するための画像として、複数の検出
画像部分と、前記複数の検出画像部分のそれぞれの周囲を覆う背景画像と、を含む検出画
像を生成する検出画像生成部を備え、
　前記複数の検出画像部分のそれぞれは、互いに明度が異なる複数の領域を含んでおり、
　前記背景画像は、前記複数の検出画像部分の明度よりも低い明度を有しており、
　前記検出画像生成部は、
　前記被投写面上に投写された前記検出画像を撮像して得られた撮像検出画像に含まれる
前記複数の検出画像部分の明度分布が、それぞれに対応する前記検出画像の複数の検出画
像部分の明度分布に近づくように、生成する検出画像の前記複数の検出画像部分の明度分
布と前記背景画像のサイズの少なくとも一方を変更する
　ことを特徴とする画像処理装置。
　この画像処理装置では、検出画像を、複数の検出画像部分と、前記複数の検出画像部分
のそれぞれの周囲を覆う背景画像と、で構成し、背景画像は複数の検出画像部分の明度よ
りも低い明度を有する画像とされているので、背景画像の周囲の明度が検出画像部分の明
度に影響してしまうのを抑制することができる。また、検出画像部分は互いに明度が異な
る複数の領域を含む画像とされているので、検出画像部分の重心を精確に求めるのに有利
である。そして、撮像検出画像に含まれる複数の検出画像部分の明度分布が、それぞれに
対応する検出画像の複数の検出画像部分の明度分布に近づくように、生成する検出画像の
複数の検出画像部分の明度分布と背景画像のサイズの少なくとも一方を変更しているので
、撮像検出画像に含まれる複数の検出画像部分の抽出精度や検出精度を向上させることが
でき、検出画像の抽出精度や検出精度を向上させることが可能となる。
［形態２］
　形態１に記載の画像処理装置であって、
　前記検出画像生成部は、
　前記撮像検出画像に含まれる前記複数の検出画像部分の明度の階調パターンが許容条件
を満たすように、生成する検出画像の前記複数の検出画像部分の明度分布と前記背景画像
のサイズの少なくとも一方を変更する
　ことを特徴とする画像処理装置。
　この画像処理装置では、撮像検出画像に含まれる複数の検出画像部分の明度の階調パタ
ーンが許容条件を満たすように、生成する検出画像の複数の検出画像部分の明度分布と背
景画像のサイズの少なくとも一方を変更することにより、容易に、撮像検出画像に含まれ
る複数の検出画像部分の明度分布が、それぞれに対応する検出画像の複数の検出画像部分
の明度分布に近づくようにすることができ、撮像検出画像に含まれる複数の検出画像部分
の抽出精度や検出精度を向上させることができ、検出画像の抽出精度や検出精度を向上さ
せることが可能となる。
［形態３］
　形態１または形態２に記載の画像処理装置であって、
　前記検出画像生成部は、前記撮像検出画像に含まれる前記検出画像部分の明度の階調パ
ターンの分布幅が、前記検出画像に含まれる前記検出画像部分の明度の階調パターンの分
布幅よりも広く、かつ、前記撮像検出画像に含まれる前記検出画像部分の明度の最大値が
、明度の最大値の許容条件を満たさない場合に、前記背景画像のサイズを大きくする
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　ことを特徴とする画像処理装置。
　この画像処理装置では、撮像検出画像に含まれる検出画像部分の明度の階調パターンの
分布幅が、検出画像に含まれる検出画像部分の明度の階調パターンの分布幅よりも広く、
かつ、撮像検出画像に含まれる検出画像部分の明度の最大値が、明度の最大値の許容条件
を満たさない場合に、背景画像のサイズを大きくすることにより、容易に、撮像検出画像
に含まれる複数の検出画像部分の明度分布が、それぞれに対応する検出画像の複数の検出
画像部分の明度分布に近づくようにすることができ、撮像検出画像に含まれる複数の検出
画像部分の抽出精度や検出精度を向上させることができ、検出画像の抽出精度や検出精度
を向上させることが可能となる。
［形態４］
　形態１または形態２に記載の画像処理装置であって、
　前記検出画像生成部は、生成する検出画像の前記複数の検出画像部分の明度分布を変更
する場合には、前記検出画像に含まれる前記検出画像部分の外形サイズと、前記検出画像
部分に含まれる前記複数の領域の幅と、前記検出画像部分の明度の最大値と、の少なくと
も、一つを変更することにより、実行する
　ことを特徴とする画像処理装置。
　この画像処理装置では、検出画像部分の外形サイズと、検出画像部分に含まれる複数の
領域の幅と、検出画像部分の明度の最大値と、の少なくとも、一つを変更することにより
、生成する検出画像の複数の検出画像部分の明度分布を変更することができ、撮像検出画
像に含まれる複数の検出画像部分の明度分布が、それぞれに対応する検出画像の複数の検
出画像部分の明度分布に近づくようにすることができ、撮像検出画像に含まれる複数の検
出画像部分の抽出精度や検出精度を向上させることができ、検出画像の抽出精度や検出精
度を向上させることが可能となる。
［形態５］
　形態１ないし形態４のいずれか一項に記載の画像処理装置であって、
　前記複数の領域の区分は、あらかじめ定めた関数に基づいて求められる
　ことを特徴とする画像処理装置。
［形態６］
　形態５に記載の画像処理装置であって、
　前記関数はガウス分布関数であることを特徴とする画像処理装置。
　形態５や形態６に記載の画像処理装置では、検出画像に含まれる複数の検出画像部分を
、容易に、検出画像部分の重心座標の検出に適した明度分布の検出画像部分となるように
することができる。
［形態７］
　被投写面上に画像を投写して表示するプロジェクターであって、
　請求項１ないし請求項６のいずれか一項に記載の画像処理装置と、
　前記被投写面上に投写された前記検出画像を撮像する撮像部と、
　前記画像処理装置から出力された画像データに基づいて、前記画像を投写する投写部と
、を備える
　ことを特徴とするプロジェクター。
［形態８］
　被投写面上に画像を投写して表示するプロジェクターの制御方法であって、
（ａ）前記被投写面上に表示される投写画像の状態を検出するための画像として、複数の
検出画像部分と、前記複数の検出画像部分のそれぞれの周囲を覆う背景画像と、を含む検
出画像を生成する工程と、
（ｂ）前記被投写面上に前記検出画像を投写する工程と、
（ｃ）前記被投写面上に投写された前記検出画像を撮像する工程と、
　を備え、
　前記複数の検出画像部分のそれぞれは、互いに明度が異なる複数の領域を含んでおり、
　前記背景画像は、前記複数の検出画像部分の明度よりも低い明度を有しており、
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　前記工程（ａ）は、
　撮像して得られた撮像検出画像に含まれる前記複数の検出画像部分の明度分布が、それ
ぞれに対応する前記検出画像の複数の検出画像部分の明度分布に近づくように、生成する
検出画像の前記複数の検出画像部分の明度分布と前記背景画像のサイズの少なくとも一方
を変更する
　ことを特徴とするプロジェクターの制御方法。
　このプロジェクターの制御方法では、検出画像を、複数の検出画像部分と、前記複数の
検出画像部分のそれぞれの周囲を覆う背景画像と、で構成し、背景画像は複数の検出画像
部分の明度よりも低い明度を有する画像とされているので、背景画像の周囲の明度が検出
画像部分の明度に影響してしまうのを抑制することができる。また、検出画像部分は互い
に明度が異なる複数の領域を含む画像とされているので、検出画像部分の重心を精確に求
めるのに有利である。そして、撮像検出画像に含まれる複数の検出画像部分の明度分布が
、それぞれに対応する検出画像の複数の検出画像部分の明度分布に近づくように、生成す
る検出画像の複数の検出画像部分の明度分布と背景画像のサイズの少なくとも一方を変更
しているので、撮像検出画像に含まれる複数の検出画像部分の抽出精度や検出精度を向上
させることができ、検出画像の抽出精度や検出精度を向上させることが可能となる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
Ａ．プロジェクターの構成
　図１は、本発明の一実施例としてのプロジェクターの構成を概略的に示すブロック図で
ある。プロジェクターＰＪは、入力操作部１０と、制御回路２０と、画像処理動作回路３
０と、画像投写光学系（投写部）４０と、撮像部５０と、動き検出部６０と、を備えてい
る。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　投写光学系４６０は、液晶ライトバルブ４４０から射出された画像光を、スクリーンＳ
Ｃ上で結像させることにより、スクリーンＳＣ上に画像を拡大投写する。投写光学系４６
０は、投写レンズ４６２と、レンズ駆動部４６４と、状態検出部４６６と、を備えている
。投写レンズ４６２は、図示しない、フォーカス調整用のフォーカスレンズと、ズーム調
整用のズームレンズと、が光軸方向に移動可能に構成されており、液晶ライトバルブ４４
０から射出された画像光を、ズームレンズのズーム位置に応じて拡大し、フォーカスレン
ズのフォーカス位置に応じて結像させることにより、画像光の表す画像をスクリーンＳＣ
上に拡大投写する。レンズ駆動部４６４は、制御回路２０の制御に基づいて、フォーカス
レンズの光軸方向の位置（以下、「フォーカス位置」という）を変化させる。また、レン
ズ駆動部４６４は、ズームレンズの光軸方向の位置（以下、「ズーム位置」）を変化させ
る。状態検出部４６６は、フォーカスレンズのフォーカス位置およびズームレンズのズー
ム位置を検出する。なお、投写光学系４６０の構成は一般的であるので、具体的な構成の
図示および説明は省略する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００３９】
　各ドットパターンＤＰ１～ＤＰ４は、図４（Ｂ）に示すように、ドットパターンサイズ
（直径）がｓｄ（単位は例えば［ｐｉｘｅｌ］）の円形パターンであり、中心から外周に
向かって変化する階調段数ｓｔｐ（ｓｔｐ１～ｓｔｐ４はそれぞれ３以上の整数）の複数
段の領域に区分され、中心の領域から外周の領域に向かって順に明度が低くなる多値の明
度分布を有する。図４（Ｂ）の例では、明度分布はガウス分布を模擬した形状である。な
お、各領域の番号をｎとしてｎは中心から外側に向かって０からｓｔｐ－１までの番号が
順に割り振られるものとする。１段目の領域（中心領域）の番号はｎ＝０で、その明度値
（例えば８ビットの階調値）はＶ０で半径はｒ０（単位は例えば［ｐｉｘｅｌ］）で示さ
れる。同様に、２段目の領域の番号はｎ＝１で、その明度値はＶ１で半径はｒ１［ｐｉｘ
ｅｌ］で示される。また３段目の領域の番号はｎ＝２で、その明度値はＶ２で半径はｒ２
［ｐｉｘｅｌ］で示される。すなわち、ｎ段目の領域の番号はｎ＝０～ｓｔｐ－１で、そ
の明度値はＶｎで半径はｒｎ［ｐｉｘｅｌ］で示される。なお、ドットパターンのサイズ
ｓｄは、画素数［ｐｉｘｅｌ］が奇数の場合には、中心を０として－ｒｎ～＋ｒｎの範囲
でｓｄ＝（２・ｒｎ）で表される。これに対して、画素数が偶数の場合には、ドットパタ
ーンのサイズｓｄは、－ｒｎ～＋（ｒｎ－１）あるいは－（ｒｎ－１）～＋ｒｎの範囲で
ｓｄ＝（２・ｒｎ）－１で表される。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　図６は、図３のステップＳ１０で生成された検出画像を用いて実行される検出画像調整
処理の概要について示す説明図である。なお、図を見やすくするために、背景画像は省略
して示している。ステップＳ１０で生成された検出画像ＴＰは、後述するステップＳ２０
において、例えば、図６（Ａ）に示すように、スクリーンＳＣ上に投写表示される。この
とき、投写表示された検出画像ＴＰでは、右上および右下のドットパターンＤＰ２，ＤＰ
４の明度が左上および左下のドットパターンＤＰ１，ＤＰ３の明度に比べて低い状態であ
り、精確に重心を求めることができる明度の許容範囲になかったとする。このとき、後述
するステップＳ３０による投写画像の撮像、および、ステップＳ６０ｂ，Ｓ１０による検
出画像の修正が実行される。この結果、図６（Ｂ）に示すように、ステップＳ２０におけ
る修正後の検出画像の再投写によって投写表示された検出画像ＴＰａでは、検出画像部分
ＤＰ１～ＤＰ４の明度がそれぞれ重心位置を精確に求めることができる許容範囲内となる
ように調整される。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　ステップＳ４０では、撮像画像情報記憶部２６６に記憶されている撮像画像データの表
す撮像画像を検出画像調整部２３０の画像解析部２３６（図１）によって、検出画像ＴＰ
を構成するドットパターン（検出画像部分）ＤＰ１～ＤＰ４に対応する、撮像画像中の各
検出画像部分（以下、「撮像検出画像部分」ともいう）の抽出が実行される。そして、ス
テップＳ５０では、各検出画像部分の抽出が可能であって検出画像の修正が不要であるか
、少なくとも一つの検出画像部分の抽出が不可であって検出画像の修正が要であるか判断
される。
【手続補正８】



(7) JP 2013-197918 A5 2015.4.16

【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５８】
　図８は、背景画像を配置する効果について示す説明図である。図８（Ａ）は仮に背景画
像を配置しない場合の一つの検出画像部分の階調パターンの例を示している。図８（Ｂ）
は背景画像を配置した場合の一つの検出画像部分の階調パターンの例を示している。背景
画像を配置しない場合には、検出画像部分の階調パターンＹｄｐは、スクリーンの状態（
色や材質）や、検出画像が重畳される画像の状態（明度）に影響される。スクリーンの色
の明度が高い場合や、検出画像が重畳される画像（「被重畳画像」ともいう）の明度が高
い場合には、抽出した検出画像部分の階調パターンは、設定階調パターンＹｃのように低
い側の明度が、スクリーンや被重畳画像の明度の影響を受けて、低下せず、明るい側に偏
った階調パターンとなる。この場合に、検出画像部分の明度の最大値が低く抽出されるよ
うな状態であれば、階調差が小さくなって、精確な重心を求めることができない可能性が
高くなる。これに対して、背景画像を配置した場合には、図８（Ｂ）に示すように、検出
画像部分と被重畳画像部分に、背景画像が配置されることにより、スクリーンや被重畳画
像の影響を抑制して、得られる階調パターンＹｄｐを設定階調パターンＹｃに近づけるこ
とができる。この結果、検出画像部分の抽出精度を向上させることが可能となる。以上説
明したように、検出画像部分を覆うように背景画像を配置するのは、スクリーンや被重畳
画像の影響を抑制して、検出画像部分の抽出精度を向上させるためである。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６１】
　検出画像の修正要否判断（ステップＳ５０）の後、撮像画像中の各検出画像部分の重心
座標を求める処理が実行された場合には（ステップ６０ａ）、検出画像の再調整要否判断
（ステップＳ７０）および検出画像調整処理の終了の判断（ステップＳ８０）が実行され
る。利用者によって入力操作部１０からの終了が指示されて、ステップＳ８０において処
理の終了と判断されるまでは、ステップＳ７０で再調整必要と判断されるまで、待機状態
となる（ステップＳ７０：ＮＯ，ステップＳ８０：ＮＯ）。再調整必要と判断された場合
には（ステップＳ７０：ＹＥＳ）、ステップＳ３０に戻って、ステップＳ３０における投
写画像の撮像、ステップＳ４０における検出画像部分の抽出、および、ステップＳ５０に
おける検出画像の修正要否判断が実行され、この修正要否判断に応じて、ステップＳ６０
ａにおける重心座標を求める処理、あるいは、ステップＳ６０ｂにおける修正情報を求め
る処理が再度実行される。なお、再調整必要と判断されるのは、例えば、動き検出部６０
によるプロジェクターＰＪの動き検出によりプロジェクターＰＪの設置状態の変化が検出
された場合や、プロジェクターの設定条件（照明の明るさ、ズーム位置、フォーカス位置
等）が変更された場合が挙げられる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６７】
　図１１は、設定階調パターンＹｃと同じ分布の幅で許容条件２を満たすが、明度の最大
値ＶＨｄｐが設定可能な最大値Ｖｃと同じで、かつ、広がり（幅）を有して許容条件１を
満たさない場合の特性の階調パターンＹｄｐを示している。例えば、検出画像部分が「明



(8) JP 2013-197918 A5 2015.4.16

るい側で飽和して抽出」された場合が該当する。この場合には、ドットパターンの明度を
少し暗くすることや、ドットパターンのサイズを小さくすることが考えられる。なお、背
景画像のサイズ、すなわち、幅ｗｂおよび高さｈｂは、上記したように、ドットパターン
のサイズｓｄをあらかじめ定めた倍率だけ大きくしたサイズに設定される（本例では２・
ｓｄ）。従って、このドットパターンのサイズを小さくすることは、背景画像のサイズを
調整することで考えると、背景画像のサイズを小さくすることに対応する。ドットパター
ンの明度を少し暗くすることと、ドットパターンのサイズを小さくすることの、いずれの
処理を優先するかは、あらかじめ設定しておけばよい。また、いずれか一つの処理ではな
く、複数を組み合わせてもよいし、全てを行うようにしてもよい。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７８】
　図１４は、図１３のステップＳ３３０において１つの重心座標算出対象領域における重
心座標算出の手順を示すフローチャートである。まず、重心座標算出対象領域Ａｇ中の撮
像画像データを調べて、その中の明度の最大値Ｖｍａｘおよび最小値Ｖｍｉｎを求める（
ステップＳ４１０）。また、下式（６）を用いて閾値ｔｈを求める（ステップＳ４２０）
。
【数６】

【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７９】
　なお、（６）式は、重心座標算出対象領域Ａｇ中の明度の最小値Ｖｍｉｎから、差（Ｖ
ｍａｘ－Ｖｍｉｎ）の２５％だけ大きい値を閾値とすることを示している。なお、差（Ｖ
ｍａｘ－Ｖｍｉｎ）の何％とするかは２５％に限定されるものではなく、重心座標算出対
象領域Ａｇ中の重心座標算出対象となる画素の明度を最低どれくらいに設定するかに応じ
て適宜設定される。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８０】
　そして、重心座標算出対象領域Ａｇの各画素の明度値Ｖ（ｘ，ｙ）と閾値ｔｈの比較を
行い、Ｖ（ｘ，ｙ）－ｔｈ＞０ならばその画素は重心座標算出の対象となる画素とし、下
式（７）～（９）に示す各積算を実行する（ステップＳ４３０）。（７）式は、重心座標
算出の対象となった画素の明度値を積算することを意味している。（８）式は、重心座標
算出の対象となった画素のｘ座標の値とその明度値との乗算値を積算することを意味して
いる。（９）式は、重心座標算出の対象となった画素のｙ座標の値とその明度値との乗算
値を積算することを意味している。なお、この処理は、重心座標算出対象領域Ａｇ内の全
画素について実行されるまで繰り返される（ステップＳ４４０）。
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【数７】

【数８】

【数９】

【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９２】
（４）変形例４
　上記実施例において、重心座標の算出は、（１０）式，（１１）式によるものに限定さ
れるわけではなく、種々の重心座標の算出方法を用いることができる。例えば、閾値ｔｈ
よりも大きい明度値を有する画素の座標の平均値としてもよい。また、重心座標算出対象
領域Ａｇ内の画素の座標の平均値としてもよい。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１４】
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